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1.身体拘束最小化に対する考え方 

  

身体拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。 

被拘束者に不安や怒り、屈辱、あきらめといった大きな精神的な苦痛を与えるとともに、関節の拘縮や

筋力低下など被拘束者の身体的な機能をも奪ってしまう危険性がある。特に被拘束者が高齢者の場合は、

身体拘束が心身機能に与える影響は甚大である。また拘束されている高齢者を見た家族にも混乱や苦悩、

後悔を与えてしまう。以上のような理由から身体拘束の基準を定め、安易に身体拘束を行うことがない

ように多職種が協働して、チーム医療の提供に努める。 

 

 1）身体拘束の定義 

   医療サービスの提供において、患者さんの身体を拘束し行動を抑制する行為とする。 

 2）身体拘束禁止の対象となる具体的な行為 

（1）徘徊しないように車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る 

（2) 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る 

（3) 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む 

（4) 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る 

（5）点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、又は、皮膚を掻きむしらないよう 

に四肢の機能を制限するミトン型の手袋等をつける 

（6） 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型の拘束帯や腰ベルト、

車椅子テーブルをつける 

（7） 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する 

（8） 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる 

（9） 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢を紐等で縛る 

(10) 行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる 

（＊医薬品安全使用のための業務手順書 ハイリスク薬の精神神経用剤に準じる） 

(11） 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する 

   「身体拘束ゼロへの手引き」（厚生労働省「身体拘束ゼロ策戦推進会議 2001」 

3）身体拘束禁止の対象とはしない具体的な行為 

   (1) 身体拘束をせずに患者さんを転倒・転落のリスクから守る事故防止対策として、 

離床センサーの使用 

*離床センサーのアラーム時には迅速に対応し、患者さんのニーズに応じた援助を行うこと

と、多職種によるカンファレンスを行い早期に離床センサーを外すことを前提とする。 

   （2）移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等をする場合について、使用している間、

常に職員が介助等のために当該患者に付き添っている場合 

 

 

 

  



 

 

2.緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合 

  1）緊急やむを得ない場合の 3要件 

         『緊急やむを得ない場合』に該当する３つの要件（切迫性・非代替性・一時性） 

すべてを満たしている場合にのみ認められる。また、『緊急やむを得ない場合』の 

判断は、多職種で確認し、身体拘束廃止委員会で協議する等慎重に取り扱うも 

のとする。 

(1) 切迫性：患者さん本人または他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる 

可能性が著しく高いこと 

(2) 非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療・看護方法 

が無いこと 

(3)一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

     2）緊急・やむを得ない場合、該当するか検討を必要とされる患者さんの状態・背景 

         ①気管切開・気管内挿管・中心静脈カテーテル、経鼻経管栄養チューブ、膀 

胱留置カテーテル、人工呼吸器など各種ドレーンやチューブを抜去する 

ことで患者自身に生命の危機および治療上著しい不利益が生じる場合  

       ②精神運動興奮（意識障害、認知障害、見当識障害、せん妄など）多動・不 

穏が強度にあり、治療に協力が得られない、自傷、他傷などの害を及ぼす 

危険性が高い場合  

             ③ベッド・車椅子からの転落・転倒の危険性が著しく高い場合 

       ④検査・処置・治療で抑制が必要な場合 

       ⑤その他の危険行動（離院・離棟の危険性） 

        以上いずれかの状態を認められた場合多職種で協議する 

   3）日常ケアにおける基本方針と具体的な手順 

    （1）活動性を高める 

①日常生活動作（ADL）拡大を進め、離床を図る 

②寝たきり防止のため、日中の活動を増やす 

③面会やレクレーションの工夫(散歩や余暇活動)を行う 

（2）口から食べることを意識する 

①患者さんの食べやすいものを患者さんペースで摂取を行う 

②食事時間を中心に一日の生活リズムを作る 

（3）排泄ケアの自立を目指す 

①トイレ排泄を患者さんの目標とする 

②患者さんの排尿パターンに合わせたオムツ交換を実施する 

③患者さんの日常生活動作（ADL）に合った排泄動作の獲得を目指す 

（4）清潔保持に努める 

①陰部ケアは毎日行う 

②手浴・足浴の実施。皮膚密着部位は清潔保持に努める 

（5）精神・心理的な支援をする 

①患者さんの不安や訴えを真摯的な態度で傾聴する 

②苦痛、痛みの除去 



 

 

③円滑なコミュニケーションを心がける（笑顔と挨拶） 

④患者さんに対する態度・言動・プライバシーの気配りをする 

（6）夜間睡眠の確保する 

①音・採光・室温の調整をする際は患者さんの状況にあっているかを確認する 

②睡眠状態のアセスメントと夜間睡眠の確保を行う 

③不眠の訴えがあれば原因や誘因について多職種カンファレンスで検討し日中の離床 

や環境調整を行う 

薬物療法の必要性は担当医師に相談する 

(7) 部署の意識改革をする 

①安全防止の対策検討と実施 

②患者さんの全身状態、看護問題のアセスメント能力を高める 

③医療倫理の意識（抑制と人権、転倒と医療事故、プライバシーの保護、説明と同意） 

④接遇の基本理解（笑顔、挨拶、患者さんの立場で考える、観察力、言葉遣い） 

⑤患者さんの嫌がる治療・処置の減少・中止を検討する（輸液、処置、安静など） 

⑥患者さんの気持ちを引き出すために積極的に会話をする 

⑦患者さんの個別性に応じた方法を考察する 

 

 3.身体拘束最小化のための組織対策 

   1）身体拘束廃止等委員会の設置 

    （1）設置 

      燿光リハビリテーション病院は、身体拘束を最小化することを目的として、 

身体拘束等委員会（以下、「委員会」）を設置する 

    （2）開催 

      定期開催：年６回（偶数月 第 3 木曜日） 

      臨時開催の実施権限は委員全員にある 

 （3）構成員とその役割 

   委員長 病院長 

       ①委員会の責任者及び諸問題の総括責任 

      委員 専任医師、事務長、看護部長、看護次長、病棟看護課長、医療安全管理部課長、 

看護部介護職員代表者、医薬品安全管理者（薬剤師）、地域医療連携部代表者、 

リハビリテーション部代表者 

    （4）審議事項 

      ①委員からの身体拘束の現状報告と記録評価の確認、承認 

      ②身体拘束等廃止に向けた取り組みの検討、評価 

      ③身体拘束等廃止マニュアルの管理 

      ④高齢者虐待防止マニュアルの管理 

      ⑤新人職員の研修の企画、運用 

      ⑥入院患者に関わる職員を対象として、身体拘束の最小化に関する研修の企画、運営 

      ⑦その他身体拘束等の廃止に必要と認められる事項に関すること 

 



 

 

 2）看護部身体拘束ミーティング設置 

    （1）設置 

      身体拘束の最小化を推進することを目的として看護部身体拘束ミーティングの設置を 

する 

    （2）開催 

      定期開催：毎月（第 3水曜日） 

    （3）構成員 

      看護部長、看護次長、看護課長、看護部介護職員代表者、外来看護師 

    （4）審議内容 

      ①日常的なケアのモニタリング 

      ②適切なケア実施の確認 

      ③病棟ラウンドを行い、身体拘束に関する周知を図る 

      ④病棟内で身体拘束カンファレンスを実施した結果の報告 

      ⑤身体拘束を解除した事例の共有 

      ⑥身体拘束に関連した物品・表示の見直し 

  3）身体拘束最小化チーム 

     （1）設置 

身体拘束の最小化を推進することを目的として、身体拘束最小化チーム 

       （以下、「チーム」という）を設置する 

     （2）開催 

      定期的に開催 

       カンファレンス実施後の対応等は、病棟内で共有できるように記録に残す。 

     （3）構成員（患者さんを担当する全ての職員） 

        医師・看護師・介護士・セラピスト職員・MSW 

         （必要時に管理栄養士・薬剤師参加とする） 

     （4）審議内容 

①身体拘束の現状把握（内容、目的、理由、期間・時間） 

②身体拘束に関連した記録の確認 

③身体拘束同意書の確認 

④身体拘束解除に向けた実施及び実施後の評価 

４）燿光リハビリテーション薬剤部 

（1）向精神薬等の薬剤の適正使用について 

①行動や精神症状を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、薬剤の必要性と 

効果を適宜評価し、患者に不利益が生じない適正量の使用を検討する。 

②不眠に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を惹起する可能性や睡眠 

薬・鎮静薬による耐性や離脱症状等のリスクを考慮した上で検討を行う。 

③向精神薬等の薬剤を安全に配慮しながら使用した後に、苦慮する場合や困難な経過が 

予想される場合は、DST回診を中心として、担当医に対し薬剤の使用適正化に向けて調 

整や提案を進める。 

 



 

 

4.身体拘束最小化のための職員に関する基本方針 

     （1）入院患者に関わる職員を対象に身体拘束廃止に向けた教育研修を行う 

     （2）新入職・中途採用職員には「身体拘束・虐待防止」に関連した研修を採用後 

速やかに実施する 

     （3）その他状況に応じ必要な教育・研修をする 

5.この指針の閲覧について 

   燿光リハビリテーション病院の身体拘束に関する指針は、求めに応じていつでも 

自由に閲覧できるように院内に掲示しホームページに公表する 
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